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㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

９ 短期入所療養介護費 ９ 短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費 イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費

⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 ⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費

㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
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ａ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i) ａ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要介護１ 754単位 ⅰ 要介護１ 750単位

ⅱ 要介護２ 802単位 ⅱ 要介護２ 795単位

ⅲ 要介護３ 865単位 ⅲ 要介護３ 856単位

ⅳ 要介護４ 917単位 ⅳ 要介護４ 908単位

ⅴ 要介護５ 971単位 ⅴ 要介護５ 959単位

ｂ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 784単位 ⅰ 要介護１ 788単位

ⅱ 要介護２ 856単位 ⅱ 要介護２ 859単位

ⅲ 要介護３ 918単位 ⅲ 要介護３ 921単位

ⅳ 要介護４ 976単位 ⅳ 要介護４ 977単位

ⅴ 要介護５ 1,031単位 ⅴ 要介護５ 1,032単位

ｃ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ) ｃ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要介護１ 831単位 ⅰ 要介護１ 823単位

ⅱ 要介護２ 879単位 ⅱ 要介護２ 871単位

ⅲ 要介護３ 942単位 ⅲ 要介護３ 932単位

ⅳ 要介護４ 996単位 ⅳ 要介護４ 983単位

ⅴ 要介護５ 1,049単位 ⅴ 要介護５ 1,036単位

ｄ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ) ｄ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要介護１ 864単位 ⅰ 要介護１ 867単位

ⅱ 要介護２ 938単位 ⅱ 要介護２ 941単位

ⅲ 要介護３ 1,002単位 ⅲ 要介護３ 1,003単位

ⅳ 要介護４ 1,058単位 ⅳ 要介護４ 1,059単位

ⅴ 要介護５ 1,114単位 ⅴ 要介護５ 1,114単位

㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i) ａ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要介護１ 779単位 ⅰ 要介護１ 778単位

ⅱ 要介護２ 863単位 ⅱ 要介護２ 859単位

ⅲ 要介護３ 979単位 ⅲ 要介護３ 972単位

ⅳ 要介護４ 1,055単位 ⅳ 要介護４ 1,048単位

ⅴ 要介護５ 1,132単位 ⅴ 要介護５ 1,122単位

ｂ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 779単位 ⅰ 要介護１ 778単位

ⅱ 要介護２ 863単位 ⅱ 要介護２ 859単位

ⅲ 要介護３ 1,048単位 ⅲ 要介護３ 1,041単位



- 74 -

ⅳ 要介護４ 1,124単位 ⅳ 要介護４ 1,115単位

ⅴ 要介護５ 1,201単位 ⅴ 要介護５ 1,190単位

ｃ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ) ｃ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要介護１ 859単位 ⅰ 要介護１ 855単位

ⅱ 要介護２ 942単位 ⅱ 要介護２ 937単位

ⅲ 要介護３ 1,058単位 ⅲ 要介護３ 1,051単位

ⅳ 要介護４ 1,135単位 ⅳ 要介護４ 1,126単位

ⅴ 要介護５ 1,211単位 ⅴ 要介護５ 1,200単位

ｄ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ) ｄ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要介護１ 859単位 ⅰ 要介護１ 855単位

ⅱ 要介護２ 942単位 ⅱ 要介護２ 937単位

ⅲ 要介護３ 1,127単位 ⅲ 要介護３ 1,118単位

ⅳ 要介護４ 1,204単位 ⅳ 要介護４ 1,193単位

ⅴ 要介護５ 1,280単位 ⅴ 要介護５ 1,268単位

㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ) ㈢ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i) ａ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要介護１ 779単位 ⅰ 要介護１ 778単位

ⅱ 要介護２ 857単位 ⅱ 要介護２ 853単位

ⅲ 要介護３ 951単位 ⅲ 要介護３ 946単位

ⅳ 要介護４ 1,028単位 ⅳ 要介護４ 1,021単位

ⅴ 要介護５ 1,104単位 ⅴ 要介護５ 1,095単位

ｂ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 779単位 ⅰ 要介護１ 778単位

ⅱ 要介護２ 857単位 ⅱ 要介護２ 853単位

ⅲ 要介護３ 1,021単位 ⅲ 要介護３ 1,014単位

ⅳ 要介護４ 1,097単位 ⅳ 要介護４ 1,089単位

ⅴ 要介護５ 1,174単位 ⅴ 要介護５ 1,164単位

ｃ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ) ｃ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要介護１ 859単位 ⅰ 要介護１ 855単位

ⅱ 要介護２ 936単位 ⅱ 要介護２ 931単位

ⅲ 要介護３ 1,031単位 ⅲ 要介護３ 1,024単位

ⅳ 要介護４ 1,107単位 ⅳ 要介護４ 1,098単位

ⅴ 要介護５ 1,184単位 ⅴ 要介護５ 1,173単位

ｄ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ) ｄ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要介護１ 859単位 ⅰ 要介護１ 855単位
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ⅱ 要介護２ 936単位 ⅱ 要介護２ 931単位

ⅲ 要介護３ 1,100単位 ⅲ 要介護３ 1,092単位

ⅳ 要介護４ 1,177単位 ⅳ 要介護４ 1,167単位

ⅴ 要介護５ 1,253単位 ⅴ 要介護５ 1,241単位

⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 ⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i) ａ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要介護１ 834単位 ⅰ 要介護１ 829単位

ⅱ 要介護２ 881単位 ⅱ 要介護２ 874単位

ⅲ 要介護３ 945単位 ⅲ 要介護３ 936単位

ⅳ 要介護４ 999単位 ⅳ 要介護４ 989単位

ⅴ 要介護５ 1,052単位 ⅴ 要介護５ 1,040単位

ｂ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 867単位 ⅰ 要介護１ 871単位

ⅱ 要介護２ 941単位 ⅱ 要介護２ 945単位

ⅲ 要介護３ 1,005単位 ⅲ 要介護３ 1,007単位

ⅳ 要介護４ 1,061単位 ⅳ 要介護４ 1,063単位

ⅴ 要介護５ 1,117単位 ⅴ 要介護５ 1,118単位

ｃ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ) ｃ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要介護１ 834単位 ⅰ 要介護１ 829単位

ⅱ 要介護２ 881単位 ⅱ 要介護２ 874単位

ⅲ 要介護３ 945単位 ⅲ 要介護３ 936単位

ⅳ 要介護４ 999単位 ⅳ 要介護４ 989単位

ⅴ 要介護５ 1,052単位 ⅴ 要介護５ 1,040単位

ｄ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ) ｄ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要介護１ 867単位 ⅰ 要介護１ 871単位

ⅱ 要介護２ 941単位 ⅱ 要介護２ 945単位

ⅲ 要介護３ 1,005単位 ⅲ 要介護３ 1,007単位

ⅳ 要介護４ 1,061単位 ⅳ 要介護４ 1,063単位

ⅴ 要介護５ 1,117単位 ⅴ 要介護５ 1,118単位

㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i) ａ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要介護１ 941単位 ⅰ 要介護１ 940単位

ⅱ 要介護２ 1,025単位 ⅱ 要介護２ 1,021単位

ⅲ 要介護３ 1,141単位 ⅲ 要介護３ 1,134単位
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ⅳ 要介護４ 1,217単位 ⅳ 要介護４ 1,210単位

ⅴ 要介護５ 1,293単位 ⅴ 要介護５ 1,284単位

ｂ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 941単位 ⅰ 要介護１ 940単位

ⅱ 要介護２ 1,025単位 ⅱ 要介護２ 1,021単位

ⅲ 要介護３ 1,210単位 ⅲ 要介護３ 1,203単位

ⅳ 要介護４ 1,286単位 ⅳ 要介護４ 1,277単位

ⅴ 要介護５ 1,363単位 ⅴ 要介護５ 1,352単位

ｃ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ) ｃ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要介護１ 941単位 ⅰ 要介護１ 940単位

ⅱ 要介護２ 1,025単位 ⅱ 要介護２ 1,021単位

ⅲ 要介護３ 1,141単位 ⅲ 要介護３ 1,134単位

ⅳ 要介護４ 1,217単位 ⅳ 要介護４ 1,210単位

ⅴ 要介護５ 1,293単位 ⅴ 要介護５ 1,284単位

ｄ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ) ｄ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要介護１ 941単位 ⅰ 要介護１ 940単位

ⅱ 要介護２ 1,025単位 ⅱ 要介護２ 1,021単位

ⅲ 要介護３ 1,210単位 ⅲ 要介護３ 1,203単位

ⅳ 要介護４ 1,286単位 ⅳ 要介護４ 1,277単位

ⅴ 要介護５ 1,363単位 ⅴ 要介護５ 1,352単位

㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ) ㈢ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i) ａ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要介護１ 941単位 ⅰ 要介護１ 940単位

ⅱ 要介護２ 1,019単位 ⅱ 要介護２ 1,015単位

ⅲ 要介護３ 1,113単位 ⅲ 要介護３ 1,108単位

ⅳ 要介護４ 1,190単位 ⅳ 要介護４ 1,183単位

ⅴ 要介護５ 1,266単位 ⅴ 要介護５ 1,257単位

ｂ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 941単位 ⅰ 要介護１ 940単位

ⅱ 要介護２ 1,019単位 ⅱ 要介護２ 1,015単位

ⅲ 要介護３ 1,183単位 ⅲ 要介護３ 1,176単位

ⅳ 要介護４ 1,259単位 ⅳ 要介護４ 1,251単位

ⅴ 要介護５ 1,336単位 ⅴ 要介護５ 1,326単位

ｃ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ) ｃ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要介護１ 941単位 ⅰ 要介護１ 940単位
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ⅱ 要介護２ 1,019単位 ⅱ 要介護２ 1,015単位

ⅲ 要介護３ 1,113単位 ⅲ 要介護３ 1,108単位

ⅳ 要介護４ 1,190単位 ⅳ 要介護４ 1,183単位

ⅴ 要介護５ 1,266単位 ⅴ 要介護５ 1,257単位

ｄ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ) ｄ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要介護１ 941単位 ⅰ 要介護１ 940単位

ⅱ 要介護２ 1,019単位 ⅱ 要介護２ 1,015単位

ⅲ 要介護３ 1,183単位 ⅲ 要介護３ 1,176単位

ⅳ 要介護４ 1,259単位 ⅳ 要介護４ 1,251単位

ⅴ 要介護５ 1,336単位 ⅴ 要介護５ 1,326単位

⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費 ⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費

㈠ ３時間以上４時間未満 654単位 ㈠ ３時間以上４時間未満 654単位

㈡ ４時間以上６時間未満 905単位 ㈡ ４時間以上６時間未満 905単位

㈢ ６時間以上８時間未満 1,257単位 ㈢ ６時間以上８時間未満 1,257単位

注１ ⑴及び⑵について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 注１ ⑴及び⑵について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務 合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た 条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た

介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所（指定居 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所（指定居

宅サービス基準第142条第１項に規定する指定短期入所療養介 宅サービス基準第142条第１項に規定する指定短期入所療養介

護事業所をいう。以下同じにおいて、指定短期入所療養介護 護事業所をいう。以下同じにおいて、指定短期入所療養介護

（指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養 （指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養

介護をいう。以下同じを行った場合に、当該施設基準に掲げ 介護をいう。以下同じを行った場合に、当該施設基準に掲げ

る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、 る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、

利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定

する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を

満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数 満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数

を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、 を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生

労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が 労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が

定めるところにより算定する。 定めるところにより算定する。

２ ⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、 ２ ⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、

かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に

関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老 関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老

人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用 人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用

者（別に厚生労働大臣が定めるものに限るに対して、日中の 者（別に厚生労働大臣が定めるものに限るに対して、日中の
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みの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間で みの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間で

はなく、短期入所療養介護計画（指定居宅サービス基準第147条 はなく、短期入所療養介護計画（指定居宅サービス基準第147条

第１項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じに 第１項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じに

位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する 位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する

標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該 標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、

所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利

用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療 用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療

法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基 法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基

準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより 準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより

算定する。 算定する。

３ ⑵について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな ３ ⑵について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな

い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数 い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数

を算定する。 を算定する。

４ ⑴及び⑵について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職 ４ ⑴及び⑵について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職

員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に 員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に

届け出た指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配 届け出た指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配

置加算として、１日につき24単位を所定単位数に加算する。 置加算として、１日につき24単位を所定単位数に加算する。

５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 （削除）

道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリ

テーション機能強化加算として、１日につき30単位を所定単位

数に加算する。

６ 指定短期入所療養介護事業所の理学療法士、作業療法士又は ５ 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、

言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リ 作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビ

ハビリテーション実施加算として、１日につき240単位を所定単 リテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画

位数に加算する。 に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、

個別リハビリテーション実施加算として、１日につき240単位を

所定単位数に加算する。

７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし ６ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生 て都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生

活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることか 活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることか

ら介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養 ら介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養

介護を行った場合は、１日につき76単位を所定単位数に加算す 介護を行った場合は、１日につき76単位を所定単位数に加算す

る。 る。
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８ ⑴及び⑵について、医師が、認知症の行動・心理症状が認め ７ ⑴及び⑵について、医師が、認知症の行動・心理症状が認め

られるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所 られるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所

療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指 療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指

定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起 定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起

算して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加 算して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加

算する。 算する。

９ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画 ８ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画

において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介 において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介

護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用 護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用

を開始した日から起算して７日を限度として１日につき90単位 を開始した日から起算して７日を限度として１日につき90単位

を所定単位数に加算する。ただし、注８の加算を算定している を所定単位数に加算する。ただし、注７の加算を算定している

場合は算定しない。 場合は算定しない。

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、 道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、

若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場 若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場

合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴及び⑵について 合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴及び⑵について

は１日につき120単位を、⑶については１日につき60単位を所定 は１日につき120単位を、⑶については１日につき60単位を所定

単位数に加算する。ただし、注８を算定している場合は、算定 単位数に加算する。ただし、注７を算定している場合は、算定

しない。 しない。

11 ⑴㈠、⑵㈠及び⑶について、利用者（要介護状態区分が要介 10 ⑴㈠、⑵㈠及び⑶について、利用者（要介護状態区分が要介

護４又は要介護５の者に限るであって、別に厚生労働大臣が 護４又は要介護５の者に限るであって、別に厚生労働大臣が

定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続し 定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続し

て行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合は、重度療養管 て行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合は、重度療養管

理加算として、⑴㈠及び⑵㈠については１日につき120単位を、 理加算として、⑴㈠及び⑵㈠については１日につき120単位を、

⑶については１日につき60単位を所定単位数に加算する。 ⑶については１日につき60単位を所定単位数に加算する。

12 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ 11 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入 とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184 所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184

単位を所定単位数に加算する。 単位を所定単位数に加算する。

13 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期 12 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期

入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所 入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所

療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しく 療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しく

は(ⅳ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健 は(ⅳ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健

施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)又は介護老人保健施設短 施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)又は介護老人保健施設短

期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ) 期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
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若しくは(ⅳ)を算定する。 若しくは(ⅳ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が

判断した者 判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利

用する者 用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利 に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利

用の必要があると医師が判断した者 用の必要があると医師が判断した者

14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１ 13 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１

及び注７の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに 及び注６の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに

係る届出があったときは、注１及び注７の規定による届出があ 係る届出があったときは、注１及び注６の規定による届出があ

ったものとみなす。 ったものとみなす。

15 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け 14 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け

ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期 ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期

入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所 入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所

療養介護費は、算定しない。 療養介護費は、算定しない。

16 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、利用者に対して、指 15 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、利用者に対して、指

導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大 導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大

臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生 臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生

労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。 労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

17 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、別に厚生労働大臣が 16 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け 定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け

出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所につ 出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所につ

いては、療養体制維持特別加算として、１日につき27単位を所 いては、療養体制維持特別加算として、１日につき27単位を所

定単位数に加算する。 定単位数に加算する。

⑷ 療養食加算 23単位 ⑷ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知

事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療 事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療

養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した 養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した

ときは、１日につき所定単位数を加算する。 ときは、１日につき所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい

ること。 ること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容 ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

の食事の提供が行われていること。 の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する
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指定短期入所療養介護事業所において行われていること。 指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

⑸ 緊急時施設療養費 ⑸ 緊急時施設療養費

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない

事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。 事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

㈠ 緊急時治療管理（１日につき） 511単位 ㈠ 緊急時治療管理（１日につき） 511単位

注１ 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場 注１ 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場

合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、 合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、

処置等を行ったときに算定する。 処置等を行ったときに算定する。

２ 同一の利用者について１月に１回、連続する３日を限度 ２ 同一の利用者について１月に１回、連続する３日を限度

として算定する。 として算定する。

㈡ 特定治療 ㈡ 特定治療

医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の医 注 医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の

療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第57条第３項に 医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第57条第３

規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハ 項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定され

ビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生 るリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別

労働大臣が定めるものを除くを行った場合に、当該診療に係 に厚生労働大臣が定めるものを除くを行った場合に、当該

る医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点数に10円を 診療に係る医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点

乗じて得た額を算定する。 数に10円を乗じて得た額を算定する。

⑹ サービス提供体制強化加算 ⑹ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者 道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者

に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲 に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。 げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 ㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
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㈠ 指定短期入所療養介護（指定居宅サービス等基準第百四十

一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じを

行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六

十以上であること。

㈡ 通所介護費等算定方法第四号イに規定する基準のいずれに

も該当しないこと。

⑵ （略）

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定

短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が百分の五十以上であること。

㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。

⑵ （略）

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定

短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常

勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。

⑵ （略）

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定

短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護又は介護保

健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総

数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十

以上であること。

㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。

⑵ （略）



- 83 -

⑺ 介護職員処遇改善加算 ⑺ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た

指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所 指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所

療 養 介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27 療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30

年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す 年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単

位数の1000分の27に相当する単位数

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単 ㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定した単

位数の1000分の15に相当する単位数 位数の1000分の15に相当する単位数

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈡により算定した単位数の100分

の90に相当する単位数 の90に相当する単位数

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈡により算定した単位数の100分

の80に相当する単位数 の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除くの改善（以下「賃金改善」

というに要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定

見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基

づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定短期入所療養介護事業所において、⑴の賃金改善に関す

る計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職

員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作

成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ている

こと。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに

介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告するこ

と。
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⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇

用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関す

る法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定短期入所療養介護事業所において、労働保険料（労

働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八

十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ

の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。
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ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費 ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費（１日につき） ⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 病院療養病床短期入所療養介護費(i) ａ 病院療養病床短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要介護１ 724単位 ⅰ 要介護１ 691単位

ⅱ 要介護２ 832単位 ⅱ 要介護２ 794単位

ⅲ 要介護３ 1,067単位 ⅲ 要介護３ 1,017単位

ⅳ 要介護４ 1,167単位 ⅳ 要介護４ 1,112単位

ⅴ 要介護５ 1,257単位 ⅴ 要介護５ 1,197単位

ｂ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 834単位 ⅰ 要介護１ 719単位

ⅱ 要介護２ 942単位 ⅱ 要介護２ 827単位

ⅲ 要介護３ 1,176単位 ⅲ 要介護３ 1,060単位

ⅳ 要介護４ 1,276単位 ⅳ 要介護４ 1,159単位

ⅴ 要介護５ 1,366単位 ⅴ 要介護５ 1,248単位

（新設） ｃ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要介護１ 709単位

ⅱ 要介護２ 815単位

ⅲ 要介護３ 1,045単位

ⅳ 要介護４ 1,142単位

ⅴ 要介護５ 1,230単位

（新設） ｄ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要介護１ 795単位

ⅱ 要介護２ 898単位
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ⅲ 要介護３ 1,121単位

ⅳ 要介護４ 1,216単位

ⅴ 要介護５ 1,301単位

（新設） ｅ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)

ⅰ 要介護１ 828単位

ⅱ 要介護２ 936単位

ⅲ 要介護３ 1,169単位

ⅳ 要介護４ 1,268単位

ⅴ 要介護５ 1,357単位

（新設） ｆ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)

ⅰ 要介護１ 816単位

ⅱ 要介護２ 923単位

ⅲ 要介護３ 1,152単位

ⅳ 要介護４ 1,249単位

ⅴ 要介護５ 1,337単位

㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 病院療養病床短期入所療養介護費(i) ａ 病院療養病床短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要介護１ 665単位 ⅰ 要介護１ 636単位

ⅱ 要介護２ 772単位 ⅱ 要介護２ 739単位

ⅲ 要介護３ 930単位 ⅲ 要介護３ 891単位

ⅳ 要介護４ 1,084単位 ⅳ 要介護４ 1,037単位

ⅴ 要介護５ 1,125単位 ⅴ 要介護５ 1,077単位

ｂ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 774単位 ⅰ 要介護１ 651単位

ⅱ 要介護２ 882単位 ⅱ 要介護２ 757単位

ⅲ 要介護３ 1,040単位 ⅲ 要介護３ 912単位

ⅳ 要介護４ 1,193単位 ⅳ 要介護４ 1,062単位

ⅴ 要介護５ 1,235単位 ⅴ 要介護５ 1,103単位

（新設） ｃ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要介護１ 741単位

ⅱ 要介護２ 844単位

ⅲ 要介護３ 995単位

ⅳ 要介護４ 1,142単位

ⅴ 要介護５ 1,181単位

（新設） ｄ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
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ⅰ 要介護１ 759単位

ⅱ 要介護２ 864単位

ⅲ 要介護３ 1,019単位

ⅳ 要介護４ 1,169単位

ⅴ 要介護５ 1,209単位

㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ) ㈢ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 病院療養病床短期入所療養介護費(i) ａ 病院療養病床短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要介護１ 635単位 ⅰ 要介護１ 614単位

ⅱ 要介護２ 745単位 ⅱ 要介護２ 720単位

ⅲ 要介護３ 894単位 ⅲ 要介護３ 863単位

ⅳ 要介護４ 1,049単位 ⅳ 要介護４ 1,012単位

ⅴ 要介護５ 1,089単位 ⅴ 要介護５ 1,051単位

ｂ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 745単位 ⅰ 要介護１ 720単位

ⅱ 要介護２ 855単位 ⅱ 要介護２ 825単位

ⅲ 要介護３ 1,003単位 ⅲ 要介護３ 969単位

ⅳ 要介護４ 1,158単位 ⅳ 要介護４ 1,118単位

ⅴ 要介護５ 1,198単位 ⅴ 要介護５ 1,157単位

⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（１日につき） ⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i) ａ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要介護１ 724単位 ⅰ 要介護１ 700単位

ⅱ 要介護２ 832単位 ⅱ 要介護２ 804単位

ⅲ 要介護３ 980単位 ⅲ 要介護３ 947単位

ⅳ 要介護４ 1,070単位 ⅳ 要介護４ 1,033単位

ⅴ 要介護５ 1,160単位 ⅴ 要介護５ 1,120単位

ｂ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 834単位 ⅰ 要介護１ 805単位

ⅱ 要介護２ 942単位 ⅱ 要介護２ 910単位

ⅲ 要介護３ 1,090単位 ⅲ 要介護３ 1,052単位

ⅳ 要介護４ 1,179単位 ⅳ 要介護４ 1,139単位

ⅴ 要介護５ 1,270単位 ⅴ 要介護５ 1,225単位

㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i) ａ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要介護１ 724単位 ⅰ 要介護１ 700単位
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ⅱ 要介護２ 832単位 ⅱ 要介護２ 804単位

ⅲ 要介護３ 939単位 ⅲ 要介護３ 907単位

ⅳ 要介護４ 1,029単位 ⅳ 要介護４ 994単位

ⅴ 要介護５ 1,118単位 ⅴ 要介護５ 1,080単位

ｂ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 834単位 ⅰ 要介護１ 805単位

ⅱ 要介護２ 942単位 ⅱ 要介護２ 910単位

ⅲ 要介護３ 1,049単位 ⅲ 要介護３ 1,012単位

ⅳ 要介護４ 1,138単位 ⅳ 要介護４ 1,098単位

ⅴ 要介護５ 1,228単位 ⅴ 要介護５ 1,186単位

⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（１日につき） ⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 837単位 ａ 要介護１ 817単位

ｂ 要介護２ 945単位 ｂ 要介護２ 920単位

ｃ 要介護３ 1,179単位 ｃ 要介護３ 1,143単位

ｄ 要介護４ 1,279単位 ｄ 要介護４ 1,238単位

ｅ 要介護５ 1,369単位 ｅ 要介護５ 1,323単位

㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 837単位 ａ 要介護１ 845単位

ｂ 要介護２ 945単位 ｂ 要介護２ 953単位

ｃ 要介護３ 1,179単位 ｃ 要介護３ 1,186単位

ｄ 要介護４ 1,279単位 ｄ 要介護４ 1,285単位

ｅ 要介護５ 1,369単位 ｅ 要介護５ 1,374単位

（新設） ㈢ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 要介護１ 835単位

ｂ 要介護２ 941単位

ｃ 要介護３ 1,171単位

ｄ 要介護４ 1,268単位

ｅ 要介護５ 1,356単位

（新設） ㈣ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅳ)

ａ 要介護１ 817単位

ｂ 要介護２ 920単位

ｃ 要介護３ 1,143単位

ｄ 要介護４ 1,238単位

ｅ 要介護５ 1,323単位
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（新設） ㈤ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅴ)

ａ 要介護１ 845単位

ｂ 要介護２ 953単位

ｃ 要介護３ 1,186単位

ｄ 要介護４ 1,285単位

ｅ 要介護５ 1,374単位

（新設） ㈥ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅵ)

ａ 要介護１ 835単位

ｂ 要介護２ 941単位

ｃ 要介護３ 1,171単位

ｄ 要介護４ 1,268単位

ｅ 要介護５ 1,356単位

⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（１日につ ⑷ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費（１日につ

き） き）

㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 837単位 ａ 要介護１ 817単位

ｂ 要介護２ 945単位 ｂ 要介護２ 920単位

ｃ 要介護３ 1,093単位 ｃ 要介護３ 1,056単位

ｄ 要介護４ 1,182単位 ｄ 要介護４ 1,141単位

ｅ 要介護５ 1,272単位 ｅ 要介護５ 1,226単位

㈡ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 837単位 ａ 要介護１ 817単位

ｂ 要介護２ 945単位 ｂ 要介護２ 920単位

ｃ 要介護３ 1,093単位 ｃ 要介護３ 1,056単位

ｄ 要介護４ 1,182単位 ｄ 要介護４ 1,141単位

ｅ 要介護５ 1,272単位 ｅ 要介護５ 1,226単位

⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費 ⑸ 特定病院療養病床短期入所療養介護費

㈠ ３時間以上４時間未満 654単位 ㈠ ３時間以上４時間未満 654単位

㈡ ４時間以上６時間未満 905単位 ㈡ ４時間以上６時間未満 905単位

㈢ ６時間以上８時間未満 1,257単位 ㈢ ６時間以上８時間未満 1,257単位

注１ ⑴から⑷までについて、療養病床（医療法（昭和23年法律第 注１ ⑴から⑷までについて、療養病床（医療法（昭和23年法律第

205号）第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下 205号）第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下

同じを有する病院である指定短期入所療養介護事業所であっ 同じを有する病院である指定短期入所療養介護事業所であっ

て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該 を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該

届出に係る病棟（療養病床に係るものに限るにおいて、指定 届出に係る病棟（療養病床に係るものに限るにおいて、指定

短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分 短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分

及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用 及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用

者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。

ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさ ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさ

ない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算 ない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算

定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職 定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職

員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、 員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、

別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定短期入所療養介護の施設基準

イ～ハ （略）

ニ 病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療

養介護の施設基準

⑴ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅰ)又は(ⅳ)を算定すべき指

定短期入所療養介護の施設基準

㈠ 療養病床を有する病院（医療法施行規則（昭和二十三年厚

生省令第五十号）第五十二条の規定の適用を受ける病院を除

く。）である指定短期入所療養介護事業所であること。

㈡ 当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟（以

下「療養病棟」という。）における看護職員の数が、常勤換

算方法で、入院患者等（当該療養病棟における指定短期入所

療養介護（指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する

指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の利用者及び入

院患者をいう。ニからヘまでにおいて同じ。）の数の合計数

が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

㈢ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以

上であること。

㈣～㈧ （略）

⑵ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅴ)を算定すべき指

定短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。
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㈡ 次のいずれにも適合すること。

ａ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症

高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ｂ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

喀痰(かくたん)吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施

された者の占める割合が百分の五十以上であること。

㈢ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であ

ること。

ａ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の

見込みがないと診断した者であること。

ｂ 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のター

ミナルケアに係る計画が作成されていること。

ｃ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又

は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を

行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

㈣ 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っている

こと。

㈤ 地域に貢献する活動を行っていること（平成二十七年度に

限り、平成二十八年度中において当該活動を行うことが見込

まれることを含む。）。

⑶ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅲ)又は(ⅵ)を算定すべき指

定短期入所療養介護の施設基準

⑵の規定を準用する。この場合において、⑵㈡ｂ中「百分の

五十」とあるのは「百分の三十」と、⑵㈢中「百分の十」とあ

るのは「百分の五」と読み替えるものとする。

⑷ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(ⅰ)又は(ⅲ)を算定すべき指

定短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴㈠、㈡及び㈣から㈧までに該当するものであること。

㈡ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以

上であること。

⑸ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(ⅱ)又は(ⅳ)を算定すべき指

定短期入所療養介護の施設基準
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㈠ ⑷に該当するものであること。

㈡ ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。この場合において、⑵

㈡ｂ中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、⑵㈢中

「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとす

る。

⑹ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入

所療養介護の施設基準

㈠ ⑴㈠、㈡及び㈣から㈧までに該当するものであること。

㈡ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以

上であること。

ホ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期

入所療養介護の施設基準

⑴ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定

短期入所療養介護の施設基準

㈠ （略）

㈡ 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以

上であること。

㈢ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以

上であること。

㈣～㈥ （略）

⑵ 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定

短期入所療養介護の施設基準

㈠ 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が八又はその端数を増すごとに一以

上であること。

㈡ （略）

ヘ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病

院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所

療養介護の施設基準

⑴ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定

すべき指定短期入所療養介護の施設基準

㈠ （略）
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㈡ 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以

上であること。

㈢ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以

上であること。

㈣ （略）

⑵ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)又は(Ⅴ)を算定

すべき指定短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ ニ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。

⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)又は(Ⅵ)を算定

すべき指定短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ ニ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。この場合において、

ニ⑵㈡ｂ中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、ニ

⑵㈢中「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるも

のとする。

⑷ （略）

ト 特定病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入

所療養介護の施設基準

ニ、ホ又はヘのいずれかに該当するものであること。

チ～カ （略）

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設

短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、介護老人保健施設短期入所

療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しく

は(ⅱ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健

施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、病院療養病床短期入所

療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)、(ⅱ)若しく

は(ⅲ)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期

入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、病院療養病床短期入所療養介護
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費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)、病院療養病床経過

型短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介

護費(ⅰ)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養

病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

の診療所短期入所療養介護費(ⅰ)、(ⅱ)若しくは(ⅲ)、診療所短期入

所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症疾患型

短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)、

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療

養介護費(ⅰ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患

型短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)

の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症疾患型短期入所

療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)又は認知症

疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所

療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニット（指定居宅サービス等基準第百五十五条の二、介護

老人保健施設基準第三十九条又は健康保険法等の一部を改正す

る法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を

有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び

運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指

定介護療養型医療施設基準」という。）第三十七条に規定する

ユニットをいう。以下この号において同じ。）に属さない療養

室又は病室（介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げ

る療養室又は指定介護療養型医療施設基準第三条第二項、第四

条第二項又は第五条第二項に規定する病室をいう。ロにおいて

同じ。）（定員が一人のものに限る。）の利用者に対して行われ

るものであること。

ロ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設

短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護老人保健施設短期入所

療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しく

は(ⅳ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健

施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、病院療養病床短期入所

療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しく

は(ⅵ)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期

入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、病院療養病床短期入所療養介護

費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)、病院療養病床経過
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型短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介

護費(ⅱ)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養

病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

の診療所短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、診療所短期入

所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型

短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療

養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患

型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)

の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所

療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)又は認知症

疾患型経過型短期入所療養介護費(ⅱ)を算定すべき指定短期入所

療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない療養室又は病室（定員が二人以上のもの

に限る。）の利用者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニッ

ト型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは 、ユニ

(

ⅱ)

ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)のユニット型介

護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人

保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型病院療

養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型病院

療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型診療所短期

入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型短

期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)又は

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療

養介護費(ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生

労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室等（指定居宅サービス等基準第百五

十五条の二に規定する療養室等をいう。ニにおいて同じ。）（介

護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は指定介

護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四十

条第二項第一号イ⑶(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部を改正する省令（平成十七年厚生労働省令第百三十



- 96 -

九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。）附則

第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）を満たすものに限る。）の利用者に対して

行われるものであること。

ニ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニッ

ト型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニ

ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介

護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニット型

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人

保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニット型病院療

養病床短期入所療養介護費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型病院

療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所短期

入所療養介護費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型認知症疾患型短

期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介

護費(ⅱ)又はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)のユ

ニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)を算定すべき指定

短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設基準第四十一

条第二項第一号イ⑶(ⅱ)又は指定介護療養型医療施設基準第三十

九条第二項第一号イ⑶(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅱ)若しく

は第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限るものとし、

介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は指定

介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四

十条第二項第一号イ⑶(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶

(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項又は附則

第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

を満たすものを除く。）の利用者に対して行われるものである

こと。

２ ⑸について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養 ２ ⑸について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養

介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務 合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た 条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た

ものにおける当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る ものにおける当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る

において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限るに対 において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限るに対
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して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に

要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた 要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた

内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間で 内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間で

それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員 それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から

25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又 25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又

は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣 は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣

が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると

ころにより算定する。 ころにより算定する。

３ ⑶及び⑷について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ ３ ⑶及び⑷について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ

ない場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単 ない場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単

位数を算定する。 位数を算定する。

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所 ４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所

療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、 療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、

１日につき25単位を所定単位数から減算する。 １日につき25単位を所定単位数から減算する。

５ 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第 ５ 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第

50号）第49条の規定が適用されている病院については、１日に 50号）第49条の規定が適用されている病院については、１日に

つき12単位を所定単位数から減算する。 つき12単位を所定単位数から減算する。

６ ⑴から⑷までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行 ６ ⑴から⑷までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行

う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知 う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知

事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基 事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基

準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単 準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。 位数に加算する。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位 イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位 ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位 ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) ７単位 ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) ７単位

７ ⑴から⑷までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が ７ ⑴から⑷までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が

認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期 認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期

入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、 入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、

指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から 指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から

起算して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に 起算して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に

加算する。 加算する。

８ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画 ８ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画

において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介 において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介
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護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用 護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用

を開始した日から起算して７日を限度として１日につき90単位 を開始した日から起算して７日を限度として１日につき90単位

を所定単位数に加算する。ただし、注７を算定している場合は、 を所定単位数に加算する。ただし、注７を算定している場合は、

算定しない。 算定しない。

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、 道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、

若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場 若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場

合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴から⑷までにつ 合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴から⑷までにつ

いては１日につき120単位を、⑸については１日につき60単位 いては１日につき120単位を、⑸については１日につき60単位

を所定単位数に加算する。ただし、注７を算定している場合は、 を所定単位数に加算する。ただし、注７を算定している場合は、

算定しない。 算定しない。

10 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ 10 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入 とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184 所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184

単位を所定単位数に加算する。 単位を所定単位数に加算する。

11 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所 11 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所

療養介護費(Ⅰ) 、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは病 療養介護費(Ⅰ) 、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは病

院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)又は病院療養病床経過型短期 院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)又は病院療養病床経過型短期

入所療養介護費(Ⅰ)若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介 入所療養介護費(Ⅰ)若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介

護費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床短期入所療 護費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床短期入所療

養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)、病院療養病 養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは

床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ) (ⅵ)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期入

若しくは病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床短 所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)若しくは病院療養病床短期入所療養

期入所療養介護費(ⅱ)又は病院療養病床経過型短期入所療養介護 介護費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)又は病院療養病

費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは病院 床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所

療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型短 療養介護費(ⅱ)若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介護費

期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。 (Ⅱ)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が

判断した者 判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利

用する者 用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利 に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利

用の必要があると医師が判断した者 用の必要があると医師が判断した者

12 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１ 12 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１



- 99 -

及び注６の規定による届出に相当する介護療養施設サービス（健 及び注６の規定による届出に相当する介護療養施設サービス（健

康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則 康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則

第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものと 第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものと

された同法第26条の規定による改正前の法第８条第26項に規定 された同法第26条の規定による改正前の法第８条第26項に規定

する介護療養施設サービスをいう。以下同じに係る届出があ する介護療養施設サービスをいう。以下同じに係る届出があ

ったときは、注１及び注６の規定による届出があったものとみ ったときは、注１及び注６の規定による届出があったものとみ

なす。 なす。

13 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け 13 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け

ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期 ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期

入所療養介護については、療養病床を有する病院における短期 入所療養介護については、療養病床を有する病院における短期

入所療養介護費は、算定しない。 入所療養介護費は、算定しない。

⑹ 療養食加算 23単位 ⑹ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知

事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療 事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療

養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した 養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した

ときは、１日につき所定単位数を加算する。 ときは、１日につき所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい

ること。 ること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容 ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

の食事の提供が行われていること。 の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する

指定短期入所療養介護事業所において行われていること。 指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

⑺ 特定診療費 ⑺ 特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日 注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日

常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを 常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを

行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じ 行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じ

て得た額を算定する。 て得た額を算定する。

⑻ サービス提供体制強化加算 ⑻ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者 道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者

に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲 に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。 げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位
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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 ㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟（以下「療

養病棟」という、当該指定短期入所療養介護を行う病室（以

下「病室」という又は当該指定短期入所療養介護を行う認

知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合

が百分の六十以上であること。

㈡ 通所介護費等算定方法第四号ロ又はハに規定する基準のい

ずれにも該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟、当該指

定短期入所療養介護を行う病室又は当該指定短期入所療養介

護を行う認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が百分の五十以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数の

うち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
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㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病

棟の指定短期入所療養介護又は介護療養施設サービスを利用

者又は入院患者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数

三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

⑼ 介護職員処遇改善加算 ⑼ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た

指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所 指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27 療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30

年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す 年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定した単

位数の1000分の20に相当する単位数

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定した単 ㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定した単

位数の1000分の11に相当する単位数 位数の1000分の11に相当する単位数

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈡により算定した単位数の100分

の90に相当する単位数 の90に相当する単位数

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈡により算定した単位数の100分

の80に相当する単位数 の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除くの改善（以下「賃金改善」

というに要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定
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見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基

づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定短期入所療養介護事業所において、⑴の賃金改善に関す

る計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職

員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作

成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ている

こと。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに

介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告するこ

と。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇

用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関す

る法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定短期入所療養介護事業所において、労働保険料（労

働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八

十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ

の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す
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ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

ハ 診療所における短期入所療養介護費 ハ 診療所における短期入所療養介護費

⑴ 診療所短期入所療養介護費（１日につき） ⑴ 診療所短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 診療所短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要介護１ 705単位 ⅰ 要介護１ 673単位

ⅱ 要介護２ 756単位 ⅱ 要介護２ 722単位

ⅲ 要介護３ 807単位 ⅲ 要介護３ 770単位

ⅳ 要介護４ 858単位 ⅳ 要介護４ 818単位

ⅴ 要介護５ 909単位 ⅴ 要介護５ 867単位

ｂ 診療所短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 814単位 ⅰ 要介護１ 700単位

ⅱ 要介護２ 866単位 ⅱ 要介護２ 752単位
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ⅲ 要介護３ 917単位 ⅲ 要介護３ 802単位

ⅳ 要介護４ 967単位 ⅳ 要介護４ 852単位

ⅴ 要介護５ 1,019単位 ⅴ 要介護５ 903単位

（新設） ｃ 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要介護１ 691単位

ⅱ 要介護２ 741単位

ⅲ 要介護３ 791単位

ⅳ 要介護４ 840単位

ⅴ 要介護５ 890単位

（新設） ｄ 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要介護１ 777単位

ⅱ 要介護２ 825単位

ⅲ 要介護３ 875単位

ⅳ 要介護４ 922単位

ⅴ 要介護５ 971単位

（新設） ｅ 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)

ⅰ 要介護１ 809単位

ⅱ 要介護２ 860単位

ⅲ 要介護３ 911単位

ⅳ 要介護４ 961単位

ⅴ 要介護５ 1,012単位

（新設） ｆ 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)

ⅰ 要介護１ 798単位

ⅱ 要介護２ 848単位

ⅲ 要介護３ 898単位

ⅳ 要介護４ 947単位

ⅴ 要介護５ 998単位

㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 診療所短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要介護１ 616単位 ⅰ 要介護１ 596単位

ⅱ 要介護２ 662単位 ⅱ 要介護２ 640単位

ⅲ 要介護３ 707単位 ⅲ 要介護３ 683単位

ⅳ 要介護４ 752単位 ⅳ 要介護４ 728単位

ⅴ 要介護５ 798単位 ⅴ 要介護５ 771単位

ｂ 診療所短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
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ⅰ 要介護１ 726単位 ⅰ 要介護１ 702単位

ⅱ 要介護２ 771単位 ⅱ 要介護２ 745単位

ⅲ 要介護３ 816単位 ⅲ 要介護３ 789単位

ⅳ 要介護４ 862単位 ⅳ 要介護４ 832単位

ⅴ 要介護５ 908単位 ⅴ 要介護５ 876単位

⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費（１日につき） ⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 817単位 ａ 要介護１ 798単位

ｂ 要介護２ 869単位 ｂ 要介護２ 847単位

ｃ 要介護３ 920単位 ｃ 要介護３ 895単位

ｄ 要介護４ 970単位 ｄ 要介護４ 943単位

ｅ 要介護５ 1,022単位 ｅ 要介護５ 992単位

㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 817単位 ａ 要介護１ 825単位

ｂ 要介護２ 869単位 ｂ 要介護２ 877単位

ｃ 要介護３ 920単位 ｃ 要介護３ 927単位

ｄ 要介護４ 970単位 ｄ 要介護４ 977単位

ｅ 要介護５ 1,022単位 ｅ 要介護５ 1,028単位

（新設） ㈢ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 要介護１ 816単位

ｂ 要介護２ 866単位

ｃ 要介護３ 916単位

ｄ 要介護４ 965単位

ｅ 要介護５ 1,015単位

（新設） ㈣ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅳ)

ａ 要介護１ 798単位

ｂ 要介護２ 847単位

ｃ 要介護３ 895単位

ｄ 要介護４ 943単位

ｅ 要介護５ 992単位

（新設） ㈤ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅴ)

ａ 要介護１ 825単位

ｂ 要介護２ 877単位

ｃ 要介護３ 927単位

ｄ 要介護４ 977単位
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ｅ 要介護５ 1,028単位

（新設） ㈥ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅵ)

ａ 要介護１ 816単位

ｂ 要介護２ 866単位

ｃ 要介護３ 916単位

ｄ 要介護４ 965単位

ｅ 要介護５ 1,015単位

⑶ 特定診療所短期入所療養介護費 ⑶ 特定診療所短期入所療養介護費

㈠ ３時間以上４時間未満 654単位 ㈠ ３時間以上４時間未満 654単位

㈡ ４時間以上６時間未満 905単位 ㈡ ４時間以上６時間未満 905単位

㈢ ６時間以上８時間未満 1,257単位 ㈢ ６時間以上８時間未満 1,257単位

注１ ⑴及び⑵について、診療所である指定短期入所療養介護事業 注１ ⑴及び⑵について、診療所である指定短期入所療養介護事業

所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい 所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に るものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に

係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当 係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当

該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に 該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に

掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞ 掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞ

れ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働 れ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働

大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定め 大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定め

るところにより算定する。 るところにより算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定短期入所療養介護の施設基準

イ～ト （略）

チ 診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護

の施設基準

⑴ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅰ)又は(ⅳ)を算定すべき指定短期

入所療養介護の施設基準

㈠ 診療所である指定短期入所療養介護事業所であること。

㈡ 当該指定短期入所療養介護を行う病室（医療法施行規則第

十六条第二号の二又は第三号に規定する病室をいう。以下こ

のチ及びリにおいて同じ。）における看護職員の数が、常勤

換算方法で、入院患者等（当該病室における指定短期入所療

養介護の利用者及び入院患者をいう。以下このチ及びリにお

いて同じ。）の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一



- 107 -

以上であること。

㈢ 当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院

患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上で

あること。

㈣～㈦ （略）

⑵ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅴ)を算定すべき指定短期

入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ 次のいずれにも適合すること。

ａ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症

高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ｂ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

喀痰(かくたん)吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施

された者の占める割合が百分の五十以上であること。

㈢ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であ

ること。

ａ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の

見込みがないと診断した者であること。

ｂ 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のター

ミナルケアに係る計画が作成されていること。

ｃ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又

は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を

行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

㈣ 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っている

こと。

㈤ 地域に貢献する活動を行っていること（平成二十七年度に

限り、平成二十八年度中において当該活動を行うことが見込

まれることを含む。）。

⑶ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅲ)又は(ⅵ)を算定すべき指定短期

入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。この場合において、⑵

㈡ａ中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、⑵㈡ｂ
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中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」と、⑵㈢中「百

分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。

⑷ 診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養

介護の施設基準

㈠ ⑴㈠及び㈣から㈦までに該当するものであること。

㈡ 当該病室における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算

方法で、入院患者等の数の合計数が三又はその端数を増すご

とに一以上であること。

リ ユニット型診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入

所療養介護の施設基準

⑴ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定すべき

指定短期入所療養介護の施設基準

㈠ （略）

㈡ 当該病室における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院

患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上で

あること。

㈢ 当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院

患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上で

あること。

⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)又は(Ⅴ)を算定すべき

指定短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。

⑶ ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)又は(Ⅵ)を算定すべき

指定短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。この場合において、⑵

㈡ａ中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、⑵㈡ｂ

中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」と、⑵㈢中「百

分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。

ヌ 特定診療所療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期

入所療養介護の施設基準

チ又はリのいずれかに該当するものであること。

ル～カ （略）
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※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設

短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、介護老人保健施設短期入所

療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しく

は(ⅱ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健

施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、病院療養病床短期入所

療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)、(ⅱ)若しく

は(ⅲ)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期

入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、病院療養病床短期入所療養介護

費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)、病院療養病床経過

型短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介

護費(ⅰ)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養

病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

の診療所短期入所療養介護費(ⅰ)、(ⅱ)若しくは(ⅲ)、診療所短期入

所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症疾患型

短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)、

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療

養介護費(ⅰ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患

型短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)

の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症疾患型短期入所

療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)又は認知症

疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所

療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニット（指定居宅サービス等基準第百五十五条の二、介護

老人保健施設基準第三十九条又は健康保険法等の一部を改正す

る法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を

有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び

運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指

定介護療養型医療施設基準」という。）第三十七条に規定する

ユニットをいう。以下この号において同じ。）に属さない療養

室又は病室（介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げ

る療養室又は指定介護療養型医療施設基準第三条第二項、第四

条第二項又は第五条第二項に規定する病室をいう。ロにおいて
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同じ。）（定員が一人のものに限る。）の利用者に対して行われ

るものであること。

ロ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設

短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護老人保健施設短期入所

療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しく

は(ⅳ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健

施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、病院療養病床短期入所

療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しく

は(ⅵ)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床短期

入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、病院療養病床短期入所療養介護

費(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)、病院療養病床経過

型短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型短期入所療養介

護費(ⅱ)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養

病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

の診療所短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、診療所短期入

所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型

短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療

養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患

型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)

の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所

療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)又は認知症

疾患型経過型短期入所療養介護費(ⅱ)を算定すべき指定短期入所

療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない療養室又は病室（定員が二人以上のもの

に限る。）の利用者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニッ

ト型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは 、ユニ

(

ⅱ)

ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)のユニット型介

護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人

保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型病院療

養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型病院

療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型診療所短期

入所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型短
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期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)又は

認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所療

養介護費(ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生

労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室等（指定居宅サービス等基準第百五

十五条の二に規定する療養室等をいう。ニにおいて同じ。）（介

護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は指定介

護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四十

条第二項第一号イ⑶(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部を改正する省令（平成十七年厚生労働省令第百三十

九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。）附則

第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）を満たすものに限る。）の利用者に対して

行われるものであること。

ニ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニッ

ト型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニ

ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介

護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニット型

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人

保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニット型病院療

養病床短期入所療養介護費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型病院

療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所短期

入所療養介護費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型認知症疾患型短

期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介

護費(ⅱ)又はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)のユ

ニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)を算定すべき指定

短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設基準第四十一

条第二項第一号イ⑶(ⅱ)又は指定介護療養型医療施設基準第三十

九条第二項第一号イ⑶(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅱ)若しく

は第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限るものとし、

介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は指定

介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四

十条第二項第一号イ⑶(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶
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(ⅰ)（指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項又は附則

第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

を満たすものを除く。）の利用者に対して行われるものである

こと。

２ ⑶について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であ ２ ⑶について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であ

って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの

として都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病 として都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病

室において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限るに 室において、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限るに

対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現 対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現

に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられ に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられ

た内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間 た内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間

でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に

厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大 厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大

臣が定めるところにより算定する。 臣が定めるところにより算定する。

３ ⑵について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな ３ ⑵について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな

い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数 い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数

を算定する。 を算定する。

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所 ４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所

療養介護事業所については、診療所設備基準減算として、１日 療養介護事業所については、診療所設備基準減算として、１日

につき60単位を所定単位数から減算する。 につき60単位を所定単位数から減算する。

５ ⑴及び⑵について、医師が、認知症の行動・心理症状が認め ５ ⑴及び⑵について、医師が、認知症の行動・心理症状が認め

られるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所 られるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所

療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指 療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指

定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起 定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起

算して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加 算して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加

算する。 算する。

６ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画 ６ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画

において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介 において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介

護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用 護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用

を開始した日から起算して７日を限度として１日につき90単位 を開始した日から起算して７日を限度として１日につき90単位

を所定単位数に加算する。ただし、注５を算定している場合は、 を所定単位数に加算する。ただし、注５を算定している場合は、

算定しない。 算定しない。

７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、 道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、
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若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場 若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場

合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴及び⑵について 合は、若年性認知症利用者受入加算として、⑴及び⑵について

は１日につき120単位を、⑶については１日につき60単位を所 は１日につき120単位を、⑶については１日につき60単位を所

定単位数に加算する。ただし、注５を算定している場合は、算 定単位数に加算する。ただし、注５を算定している場合は、算

定しない。 定しない。

８ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ ８ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入 とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単 所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単

位を所定単位数に加算する。 位を所定単位数に加算する。

９ 次のいずれかに該当する者に対して、診療所短期入所療養介 ９ 次のいずれかに該当する者に対して、診療所短期入所療養介

護費(Ⅰ)又は診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合は、そ 護費(Ⅰ)又は診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する場合は、そ

れぞれ、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介 れぞれ、診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)の診療所短期入所療養介

護費(ⅱ)又は診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所短期入所療養 護費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)又は診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療

介護費(ⅱ)を算定する。 所短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が

判断した者 判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利

用する者 用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利 に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利

用の必要があると医師が判断した者 用の必要があると医師が判断した者

10 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１ 10 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１

の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出 の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出

があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。 があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。

11 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け 11 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け

ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期 ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期

入所療養介護については、診療所における短期入所療養介護費 入所療養介護については、診療所における短期入所療養介護費

は、算定しない。 は、算定しない。

⑷ 療養食加算 23単位 ⑷ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知

事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療 事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療

養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した 養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した

ときは、１日につき所定単位数を加算する。 ときは、１日につき所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい

ること。 ること。
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ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容 ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

の食事の提供が行われていること。 の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する

指定短期入所療養介護事業所において行われていること。 指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

⑸ 特定診療費 ⑸ 特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日 注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日

常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを 常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを

行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じ 行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じ

て得た額を算定する。 て得た額を算定する。

⑹ サービス提供体制強化加算 ⑹ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者 道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者

に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲 に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。 げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 ㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟（以下「療

養病棟」という、当該指定短期入所療養介護を行う病室（以

下「病室」という又は当該指定短期入所療養介護を行う認

知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合

が百分の六十以上であること。

㈡ 通所介護費等算定方法第四号ロ又はハに規定する基準のい

ずれにも該当しないこと。
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ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟、当該指

定短期入所療養介護を行う病室又は当該指定短期入所療養介

護を行う認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が百分の五十以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数の

うち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病

棟の指定短期入所療養介護又は介護療養施設サービスを利用

者又は入院患者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数

三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

⑺ 介護職員処遇改善加算 ⑺ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た

指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所 指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27 療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30

年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す 年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
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る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単

位数の1000分の20に相当する単位数

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単 ㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定した単

位数の1000分の11に相当する単位数 位数の1000分の11に相当する単位数

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈡により算定した単位数の100分

の90に相当する単位数 の90に相当する単位数

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈡により算定した単位数の100分

の80に相当する単位数 の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除くの改善（以下「賃金改善」

というに要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定

見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基

づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定短期入所療養介護事業所において、⑴の賃金改善に関す

る計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職

員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作

成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ている

こと。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに

介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告するこ

と。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇

用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関す

る法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
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⑹ 当該指定短期入所療養介護事業所において、労働保険料（労

働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八

十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ

の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず
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れにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介 ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介

護費 護費

⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費（１日につき） ⑴ 認知症疾患型短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要介護１ 1,054単位 ⅰ 要介護１ 1,017単位

ⅱ 要介護２ 1,119単位 ⅱ 要介護２ 1,081単位

ⅲ 要介護３ 1,185単位 ⅲ 要介護３ 1,145単位

ⅳ 要介護４ 1,253単位 ⅳ 要介護４ 1,209単位

ⅴ 要介護５ 1,319単位 ⅴ 要介護５ 1,273単位

ｂ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 1,163単位 ⅰ 要介護１ 1,122単位

ⅱ 要介護２ 1,229単位 ⅱ 要介護２ 1,187単位

ⅲ 要介護３ 1,295単位 ⅲ 要介護３ 1,250単位

ⅳ 要介護４ 1,362単位 ⅳ 要介護４ 1,315単位

ⅴ 要介護５ 1,428単位 ⅴ 要介護５ 1,378単位

㈡ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要介護１ 996単位 ⅰ 要介護１ 962単位

ⅱ 要介護２ 1,066単位 ⅱ 要介護２ 1,029単位

ⅲ 要介護３ 1,135単位 ⅲ 要介護３ 1,097単位

ⅳ 要介護４ 1,206単位 ⅳ 要介護４ 1,164単位

ⅴ 要介護５ 1,274単位 ⅴ 要介護５ 1,230単位

ｂ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 1,106単位 ⅰ 要介護１ 1,068単位

ⅱ 要介護２ 1,175単位 ⅱ 要介護２ 1,135単位

ⅲ 要介護３ 1,245単位 ⅲ 要介護３ 1,201単位

ⅳ 要介護４ 1,315単位 ⅳ 要介護４ 1,270単位

ⅴ 要介護５ 1,383単位 ⅴ 要介護５ 1,336単位

㈢ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ) ㈢ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)
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ａ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要介護１ 967単位 ⅰ 要介護１ 934単位

ⅱ 要介護２ 1,036単位 ⅱ 要介護２ 1,000単位

ⅲ 要介護３ 1,103単位 ⅲ 要介護３ 1,065単位

ⅳ 要介護４ 1,170単位 ⅳ 要介護４ 1,130単位

ⅴ 要介護５ 1,238単位 ⅴ 要介護５ 1,195単位

ｂ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 1,077単位 ⅰ 要介護１ 1,040単位

ⅱ 要介護２ 1,145単位 ⅱ 要介護２ 1,105単位

ⅲ 要介護３ 1,213単位 ⅲ 要介護３ 1,171単位

ⅳ 要介護４ 1,280単位 ⅳ 要介護４ 1,236単位

ⅴ 要介護５ 1,347単位 ⅴ 要介護５ 1,300単位

㈣ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ) ㈣ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)

ａ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要介護１ 952単位 ⅰ 要介護１ 919単位

ⅱ 要介護２ 1,018単位 ⅱ 要介護２ 983単位

ⅲ 要介護３ 1,084単位 ⅲ 要介護３ 1,047単位

ⅳ 要介護４ 1,151単位 ⅳ 要介護４ 1,111単位

ⅴ 要介護５ 1,218単位 ⅴ 要介護５ 1,175単位

ｂ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 1,062単位 ⅰ 要介護１ 1,024単位

ⅱ 要介護２ 1,127単位 ⅱ 要介護２ 1,089単位

ⅲ 要介護３ 1,193単位 ⅲ 要介護３ 1,152単位

ⅳ 要介護４ 1,261単位 ⅳ 要介護４ 1,217単位

ⅴ 要介護５ 1,326単位 ⅴ 要介護５ 1,280単位

㈤ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ) ㈤ 認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)

ａ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要介護１ 891単位 ⅰ 要介護１ 860単位

ⅱ 要介護２ 957単位 ⅱ 要介護２ 924単位

ⅲ 要介護３ 1,023単位 ⅲ 要介護３ 988単位

ⅳ 要介護４ 1,090単位 ⅳ 要介護４ 1,052単位

ⅴ 要介護５ 1,156単位 ⅴ 要介護５ 1,116単位

ｂ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 1,000単位 ⅰ 要介護１ 966単位

ⅱ 要介護２ 1,066単位 ⅱ 要介護２ 1,029単位
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ⅲ 要介護３ 1,132単位 ⅲ 要介護３ 1,094単位

ⅳ 要介護４ 1,199単位 ⅳ 要介護４ 1,158単位

ⅴ 要介護５ 1,266単位 ⅴ 要介護５ 1,221単位

⑵ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費（１日につき） ⑵ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 794単位 ａ 要介護１ 767単位

ｂ 要介護２ 860単位 ｂ 要介護２ 830単位

ｃ 要介護３ 926単位 ｃ 要介護３ 895単位

ｄ 要介護４ 993単位 ｄ 要介護４ 959単位

ｅ 要介護５ 1,060単位 ｅ 要介護５ 1,023単位

㈡ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 904単位 ａ 要介護１ 873単位

ｂ 要介護２ 969単位 ｂ 要介護２ 936単位

ｃ 要介護３ 1,036単位 ｃ 要介護３ 1,000単位

ｄ 要介護４ 1,103単位 ｄ 要介護４ 1,065単位

ｅ 要介護５ 1,168単位 ｅ 要介護５ 1,128単位

⑶ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（１日につき） ⑶ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) ａ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要介護１ 1,166単位 ⅰ 要介護１ 1,143単位

ⅱ 要介護２ 1,232単位 ⅱ 要介護２ 1,207単位

ⅲ 要介護３ 1,298単位 ⅲ 要介護３ 1,271単位

ⅳ 要介護４ 1,365単位 ⅳ 要介護４ 1,335単位

ⅴ 要介護５ 1,431単位 ⅴ 要介護５ 1,399単位

ｂ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 1,166単位 ⅰ 要介護１ 1,143単位

ⅱ 要介護２ 1,232単位 ⅱ 要介護２ 1,207単位

ⅲ 要介護３ 1,298単位 ⅲ 要介護３ 1,271単位

ⅳ 要介護４ 1,365単位 ⅳ 要介護４ 1,335単位

ⅴ 要介護５ 1,431単位 ⅴ 要介護５ 1,399単位

㈡ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ) ａ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要介護１ 1,109単位 ⅰ 要介護１ 1,088単位

ⅱ 要介護２ 1,178単位 ⅱ 要介護２ 1,155単位

ⅲ 要介護３ 1,248単位 ⅲ 要介護３ 1,223単位
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ⅳ 要介護４ 1,318単位 ⅳ 要介護４ 1,290単位

ⅴ 要介護５ 1,387単位 ⅴ 要介護５ 1,356単位

ｂ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要介護１ 1,109単位 ⅰ 要介護１ 1,088単位

ⅱ 要介護２ 1,178単位 ⅱ 要介護２ 1,155単位

ⅲ 要介護３ 1,248単位 ⅲ 要介護３ 1,223単位

ⅳ 要介護４ 1,318単位 ⅳ 要介護４ 1,290単位

ⅴ 要介護５ 1,387単位 ⅴ 要介護５ 1,356単位

⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費 ⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費

㈠ ３時間以上４時間未満 654単位 ㈠ ３時間以上４時間未満 654単位

㈡ ４時間以上６時間未満 905単位 ㈡ ４時間以上６時間未満 905単位

㈢ ６時間以上８時間未満 1,257単位 ㈢ ６時間以上８時間未満 1,257単位

注１ ⑴から⑶までについて、老人性認知症疾患療養病棟（指定居 注１ ⑴から⑶までについて、老人性認知症疾患療養病棟（指定居

宅サービス基準第144条に規定する老人性認知症疾患療養病棟 宅サービス基準第144条に規定する老人性認知症疾患療養病棟

をいう。以下同じを有する病院である指定短期入所療養介護 をいう。以下同じを有する病院である指定短期入所療養介護

事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し 事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届 ているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届

出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定短期入所療 出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定短期入所療

養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚 養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚

生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護 生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護

状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、 状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、

利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に 利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に

厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大 厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大

臣が定めるところにより算定する。 臣が定めるところにより算定する。

２ ⑷について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である ２ ⑷について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である

指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定 指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定

める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出 める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟にお たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟にお

いて、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限るに対して、 いて、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限るに対して、

日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した 日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した

時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の 時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の

指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞ 指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞ

れ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護 れ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護

職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準 職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準

に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算 に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算
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定する。 定する。

３ ⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな ３ ⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな

い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位 い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位

数を算定する。 数を算定する。

４ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画 ４ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画

において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介 において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介

護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用 護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用

を開始した日から起算して７日を限度として１日につき90単位 を開始した日から起算して７日を限度として１日につき90単位

を所定単位数に加算する。 を所定単位数に加算する。

５ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ ５ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入 とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184 所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184

単位を所定単位数に加算する。 単位を所定単位数に加算する。

６ 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入所 ６ 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入所

療養介護費(Ⅰ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)、認知症疾 療養介護費(Ⅰ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)、認知症疾

患型短期入所療養介護費(Ⅲ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ) 患型短期入所療養介護費(Ⅲ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅳ)

若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)又は認知症疾患型 若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)又は認知症疾患型

経過型短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれ、認知 経過型短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれ、認知

症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介 症疾患型短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介

護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短 護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短

期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)の認 期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)の認

知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養 知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養

介護費(Ⅳ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは認知症 介護費(Ⅳ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは認知症

疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型短期入所療養介護 疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型短期入所療養介護

費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定する。 費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が

判断した者 判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利

用する者 用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利 に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利

用の必要があると医師が判断した者 用の必要があると医師が判断した者

７ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１ ７ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１

の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出 の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出

があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。 があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。
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８ 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け ８ 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け

ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期 ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期

入所療養介護については、老人性認知症疾患療養病棟を有する 入所療養介護については、老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院における短期入所療養介護費は、算定しない。 病院における短期入所療養介護費は、算定しない。

⑸ 療養食加算 23単位 ⑸ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知

事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療 事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療

養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した 養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した

ときは、１日につき所定単位数を加算する。 ときは、１日につき所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい

ること。 ること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容 ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

の食事の提供が行われていること。 の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する

指定短期入所療養介護事業所において行われていること。 指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

⑹ 特定診療費 ⑹ 特定診療費

注 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医 注 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医

療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、 療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、

別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定 別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定

する。 する。

⑺ サービス提供体制強化加算 ⑺ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者 道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者

に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲 に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。 げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 ㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
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⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟（以下「療

養病棟」という、当該指定短期入所療養介護を行う病室（以

下「病室」という又は当該指定短期入所療養介護を行う認

知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合

が百分の六十以上であること。

㈡ 通所介護費等算定方法第四号ロ又はハに規定する基準のい

ずれにも該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟、当該指

定短期入所療養介護を行う病室又は当該指定短期入所療養介

護を行う認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が百分の五十以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数の

うち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

⑴ （略）

⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。

㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病
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棟の指定短期入所療養介護又は介護療養施設サービスを利用

者又は入院患者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数

三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

⑻ 介護職員処遇改善加算 ⑻ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た

指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所 指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27 療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30

年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す 年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単

位数の1000分の20に相当する単位数

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単 ㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単

位数の1000分の11に相当する単位数 位数の1000分の11に相当する単位数

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈡により算定した単位数の100分

の90に相当する単位数 の90に相当する単位数

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈡により算定した単位数の100分

の80に相当する単位数 の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除くの改善（以下「賃金改善」

というに要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定

見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基

づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定短期入所療養介護事業所において、⑴の賃金改善に関す

る計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職

員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作

成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ている

こと。
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⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに

介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告するこ

と。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇

用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関す

る法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定短期入所療養介護事業所において、労働保険料（労

働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八

十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ

の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員
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に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

10 特定施設入居者生活介護費 10 特定施設入居者生活介護費

イ 特定施設入居者生活介護費（１日につき） イ 特定施設入居者生活介護費（１日につき）

⑴ 要介護１ 564単位 ⑴ 要介護１ 533単位

⑵ 要介護２ 632単位 ⑵ 要介護２ 597単位

⑶ 要介護３ 705単位 ⑶ 要介護３ 666単位

⑷ 要介護４ 773単位 ⑷ 要介護４ 730単位

⑸ 要介護５ 844単位 ⑸ 要介護５ 798単位

ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費（１月につき） ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費（１月につき）

ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費（１日につき） ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費（１日につき）

⑴ 要介護１ 564単位 ⑴ 要介護１ 533単位

⑵ 要介護２ 632単位 ⑵ 要介護２ 597単位

⑶ 要介護３ 705単位 ⑶ 要介護３ 666単位

⑷ 要介護４ 773単位 ⑷ 要介護４ 730単位

⑸ 要介護５ 843単位 ⑸ 要介護５ 798単位

注１ イについて、指定特定施設（指定居宅サービス基準第174条第 注１ イについて、指定特定施設（指定居宅サービス基準第174条第

１項に規定する指定特定施設をいう。以下同じにおいて、指 １項に規定する指定特定施設をいう。以下同じにおいて、指

定特定施設入居者生活介護（同項に規定する指定特定施設入居 定特定施設入居者生活介護（同項に規定する指定特定施設入居

者生活介護をいう。以下同じを行った場合に、指定特定施設 者生活介護をいう。以下同じを行った場合に、指定特定施設

入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この号において「 入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この号において「




